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燕
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正

問

国
の
法
改
正
に
よ
り
、﹁
教
員
免
許
状
を
有
す
る
者
﹂と
、﹁
５

年
以
上
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
し
、
市
長
が
認

め
た
者
﹂
と
改
正
さ
れ
た
が
、
資
格
要
件
に
つ
い
て
再
確
認
さ

せ
て
ほ
し
い
。

答

懲
戒
免
職
、
ま
た
は
、
禁
錮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
教
員
免
許

失
効
者
に
つ
い
て
は
、
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
。

反
対
討
論　

改
正
に
よ
っ
て
放
課
後
児
童
支
援
員
の
質
や
、

専
門
性
が
低
下
し
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
、
保
育

の
質
が
低
下
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
緩
和
へ
の
方
向
は
、
資
格

の
な
い
大
人
が
、
ひ
と
り
で
子
供
た
ち
の
保
育
に
当
た
る
こ

と
も
起
こ
り
う
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

賛
成
討
論　

今
後
さ
ら
に
、
人
口
減
少
に
お
け
る
人
材
不
足

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
予
測
さ
れ
る
。
現
在
の
状
況
を

考
え
れ
ば
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
は
、
要
件
に
合
っ

た
方
々
か
ら
、
一
層
の
充
実
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

平
成
30
年
度 

燕
市
一
般
会
計
補
正
予
算

問

中
学
校
整
備
事
業
の
吉
田
中
学
校
体
育
館
の
屋
根
修
繕
費

に
つ
い
て
、
契
約
方
法
を
伺
う
。

答

緊
急
を
要
す
る
た
め
、
随
意
契
約
で
あ
る
。

問

幼
稚
園
運
営
費
の
燕
北
幼
稚
園
の
非
常
勤
職
員
の
増
員
目

的
や
業
務
内
容
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
に
お
け
る
採

択
順
位
や
基
準
な
ど
に
つ
い
て
伺
う
。

答

燕
北
幼
稚
園
の
非
常
勤
職
員
増
員
で
は
、
新
年
度
の
学
級

編
成
に
応
じ
る
た
め
で
あ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
で
は
、
採
択
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
か
ら
提
示
等
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

市
か
ら
申
請
を
上
げ
る
段
階
の
優
先
順
位
は
付
し
て
い
な
い
。

各
団
体
か
ら
の
申
請
は
、
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
う
え
で
、

不
備
な
ど
を
確
認
し
、
申
請
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

平
成
30
年
度 

燕
市
一
般
会
計
補
正
予
算

問

行
政
訴
訟
関
係
費
の
訴
訟
等
事
務
委
託
料
の
件
で
、
今
後

の
経
費
の
支
出
見
込
み
と
顧
問
弁
護
士
委
託
料
に
含
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

答

当
該
の
裁
判
は
、
損
害
賠
償
請
求
で
は
な
い
た
め
、
今
後
、

費
用
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
と
説
明
を
受
け
て
い
る
。

　

ま
た
、当
初
予
算
に
計
上
し
て
い
る
顧
問
弁
護
士
委
託
料
は
、

通
常
の
行
政
執
行
に
関
し
専
門
的
な
助
言
や
指
導
を
受
け
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
個
別
の
訴
訟
案
件
は
別

で
あ
る
。

燕
市
税
条
例
の
一
部
改
正

問

市
の
導
入
促
進
基
本
計
画
で
、
認
定
事
業
者
の
﹁
労
働
生

産
性
﹂
の
確
認
及
び
周
知
の
方
法
は
。
ま
た
、
償
却
資
産
の
特

例
に
よ
り
固
定
資
産
税
が
減
収
と
な
ら
な
い
の
か
。

答

労
働
生
産
性
は
、﹁
年
平
均
３
％
以
上
向
上
す
る
こ
と
が

必
要
﹂
と
国
の
指
針
に
示
さ
れ
て
い
る
。
確
認
は
、
国
の
認
定

す
る
支
援
機
関
と
し
て
、
燕
商
工
会
議
所
や
吉
田
・
分
水
商
工

会
な
ど
が
発
行
す
る
﹁
確
認
書
﹂
に
基
づ
い
て
行
う
。

　

周
知
方
法
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
に
掲
載
す

る
ほ
か
、
認
定
支
援
機
関
や
日
本
金
属
洋
食
器
工
業
組
合
や
日

本
金
属
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ア
工
業
組
合
な
ど
へ
個
々
に
周
知
す
る
と

と
も
に
、
国
か
ら
担
当
者
を
招
き
、
説
明
会
を
開
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

ま
た
固
定
資
産
税
の
税
収
減
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
制
度
の

活
用
が
未
定
な

た
め
、
読
め
な

い
状
況
で
あ
る

が
、
償
却
資
産

の
特
例
率
を
３

年
間
ゼ
ロ
と
す

る
た
め
、
減
額

は
あ
る
反
面
、

企
業
の
収
益
性

が
上
が
る
見
込

み
か
ら
、
法
人

市
民
税
の
増
収

な
ど
、
経
済
的

効
果
も
期
待
さ

れ
る
。

平
成
30
年
度 

燕
市
一
般
会
計
補
正
予
算

問

観
光
推
進
費
に
つ
い
て
、
外
国
人
へ
の
対
応
や
、
購
入
す

る
無
線
ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
、
通
称
﹁
イ
ン
カ
ム
﹂︵
※
関
連
写

真
は
３
ペ
ー
ジ
左
上
︶
の
受
信
機
台
数
に
つ
い
て
伺
う
。

答

観
光
協
会
に
は
産
業
観
光
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
が
２
名
お
り
、

１
名
は
英
語
、
１
名
は
韓
国
語
、
中
国
語
が
話
せ
る
た
め
、
外

国
人
の
方
に
も
通
訳
を
介
さ
ず
直
接
ガ
イ
ド
で
き
る
。
台
数
に

つ
い
て
は
、
産
業
観
光
は
年
々
人
気
が
出
て
お
り
、
今
後
も
お

客
様
の
数
は
増
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
ば
ら
く
の
間
は
40
台

の
追
加
で
対
応
が
可
能
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。

問

29
年
度
の
観
光
列
車
四
季
島
で
の
使
わ
れ
方
や
、
想
定
さ

れ
る
使
用
場
面
、
工
場
の
祭
典
等
で
の
貸
し
出
し
、
機
器
の
メ
ー

カ
ー
に
つ
い
て
伺
う
。

答

四
季
島
で
来
ら
れ
る
お
客
様
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
の
イ
ン

カ
ム
で
対
応
し
て
い
る
。
観
光
協
会
の
イ
ン
カ
ム
は
、
主
に
産

業
観
光
で
訪
れ
た
場
合
、
工
場
の
現
場
で
騒
音
が
あ
っ
て
も
説

明
が
聞
き
取
り
や
す
く
す
る
た
め
に
使
っ
て
い
る
。

ほ
か
に
は
、
ま
ち
あ
る
き
、
国
上
山
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
っ
て
い
る
。
工
場
の
祭
典
で
は
実
行
委
員

会
が
レ
ン
タ
ル
す
る
イ
ン
カ
ム
を
使
っ
て
い
る
が
、
台
数
が
不

足
す
る
場
合
は
、
観
光
協
会
や
磨
き
屋
一
番
館
の
も
の
を
貸
し

出
す
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。
メ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
は
、
現
在

と
同
じ
メ
ー
カ
ー
の
も
の
を
追
加
購
入
す
る
予
定
で
あ
る
。

問

30
年
度
の
実
績
・
予
約
数
、
イ
ン
カ
ム
の
使
わ
れ
る
企
業

や
観
光
コ
ー
ス
、
市
内
企
業
の
イ
ン
カ
ム
整
備
、
説
明
時
の
言

語
に
つ
い
て
伺
う
。

答

予
約
の
申
込
数
は
、
現
在
３
２
９
名
で
あ
る
。
観
光
協
会

を
通
し
て
申
し
込
み
が
あ
っ
た
お
客
様
に
対
し
、
受
け
入
れ
可

能
な
18
社
を
中
心
に
要
望
に
応
じ
て
案
内
を
し
て
い
る
が
、
観

光
協
会
を
通
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
詳
細
は
把
握
し
て

い
な
い
。
企
業
で
イ
ン
カ
ム
を
所
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な

い
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　

外
国
語
対
応
に
つ
い
て
、直
接
対
応
で
き
る
３
ヵ
国
語
以
外
、

例
え
ば
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
お
客
様
に
つ
い
て
は
、
同
行
し
て
い

る
通
訳
を
介
し
て
産
業
観
光
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
が
説
明
す
る
場

面
も
あ
る
。
英
語
が
通
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
対
応
は
で
き
て
い

る
と
認
識
し
て
い
る
。

平
成
30
年
度 

燕
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

問

台
帳
シ
ス
テ
ム
及
び
会
計
シ
ス
テ
ム
の
会
社
に
つ
い
て
伺

う
。

答

水
道
施
設
台
帳
シ
ス
テ
ム
は
株
式
会
社
オ
リ
ス
、
企
業
会

計
シ
ス
テ
ム
及
び
水
道
料
金
シ
ス
テ
ム
は
Ｂ
Ｓ
Ｎ
ア
イ
ネ
ッ
ト

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
他
自
治
体
で
の
使
用
に
つ
い
て
、
詳
細

は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
両
社
と
も
県
内
で
の
使
用
実
績
は
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

問

営
業
外
収
益
の
内
容
を
伺
う
。

答

営
業
外
収
益
の
主
な
内
容
は
、
雑
収
益
に
な
る
。
雑
収
益

の
一
番
大
き
い
も
の
は
、
下
水
道
料
金
の
徴
収
業
務
な
ど
で

８
３
０
０
万
円
ほ
ど
あ
る
。
弥
彦
村
の
負
担
金
も
組
み
込
ま
れ

て
い
る
。

2項目を
審査

2項目を
審査

2項目を
審査

すべきものと決定

すべきものと決定

すべきものと決定

2項目を

総務文教 常　任委員会

2項目を

市民厚生 常　任委員会

2項目を

産業建設 常　任委員会

３
常
任
委
員
会
で
議
案
を
審
査

（※）関連記事は、P.2産業建設常任委員会を参照

生産性を高めるための設備を取

得した場合、固定資産税の軽減

措置により税制面から支援

認定事業者に対する補助金にお

ける優先採択(審査時の加点)

計画に基づく事業に必要な資金

繰りを支援(信用保証)

＊

＊

無線ガイドシステム（インカム）




